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九
州
大
学
教
授
　
松
生
光
正
　
先
生

　

松
生
光
正
先
生
は
、
一
九
五
三
年
六
月
に
大
阪
府
で
生
ま
れ
、
京
都
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
一
九
八
〇
年
に
同
大
学
院
法
学
研
究
科
修

士
課
程
、
引
き
続
い
て
博
士
課
程
に
進
学
し
て
、
刑
法
学
の
研
究
者
の
道
へ
と
歩
み
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
八
五
年
に
京
都
大
学
法

学
部
助
手
に
採
用
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
八
七
年
に
姫
路
獨
協
大
学
法
学
部
に
専
任
講
師
と
し
て
着
任
さ
れ
、
そ
の
後
、
同
大
学
助
教
授
、
教

授
と
昇
任
さ
れ
た
後
に
、
二
〇
〇
四
年
四
月
か
ら
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
に
法
科
大
学
院
専
任
の
教
授
と
し
て
着
任
な
さ
れ
た
。

　

松
生
先
生
の
研
究
領
域
は
、
刑
法
学
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
哲
学
的
・
社
会
学
的
な
背
景
を
前
提
に
し
て
、
刑
法
解
釈
論
の
最
先
端
で
あ

る
客
観
的
帰
属
論
や
共
犯
論
に
関
す
る
理
論
的
対
立
の
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
修
士
論
文
で
あ
っ
た
「
過
失
に
よ
る
共
犯
」（
公
表
は

一
九
八
五
年
）
以
降
、「
刑
法
第
六
五
条
の
「
身
分
」
概
念
に
つ
い
て
（
１
）（
２
）
完
」（
一
九
九
六
年
、
一
九
九
八
年
）、「
中
立
的
行
為
に

よ
る
幇
助
（
一
）（
二
）
完
」（
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
一
年
）、「
救
助
的
因
果
経
過
の
中
断
に
つ
い
て
（
一
）（
二
）（
三
）
完
」（
二
〇
〇
一
年
、

二
〇
〇
二
年
、
二
〇
〇
四
年
）
と
い
っ
た
共
犯
論
、
客
観
的
帰
属
論
に
関
す
る
論
考
に
結
び
付
い
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
例
外
状
態
と
法
」

を
め
ぐ
る
問
題
に
も
関
心
を
寄
せ
、「
例
外
状
態
と
正
当
化
」（
二
〇
一
二
年
）、「
緊
急
状
態
に
よ
る
正
当
化
」（
二
〇
一
四
年
）
と
い
っ
た
論

考
も
著
さ
れ
た
。
そ
し
て
松
生
先
生
は
ド
イ
ツ
語
に
堪
能
で
あ
り
、
多
く
の
ド
イ
ツ
語
文
献
の
翻
訳
・
文
献
紹
介
を
業
績
と
し
て
残
さ
れ
、

と
り
わ
け
こ
れ
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
は
「
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ェ
ヒ
「
臨
死
介
助
の
法
的
諸
問
題
」」（
二
〇
〇
六
年
）
の
よ
う
な
生
命
倫
理

に
関
す
る
医
事
法
分
野
の
翻
訳
紹
介
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
語
で
の
論
文
（「H

irntod und Personenbegriff

」（
二
〇
〇
三
年
）
等
）
も
執

筆
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

教
育
面
に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
四
年
の
九
州
大
学
へ
の
着
任
以
降
、
九
州
大
学
法
科
大
学
院
専
任
教
員
と
し
て
法
科
大
学
院
で
刑
法
の
授

業
の
多
く
に
つ
い
て
教
鞭
を
と
ら
れ
、
さ
ら
に
は
大
学
管
理
運
営
面
に
関
し
て
は
二
〇
一
〇
年
四
月
か
ら
二
〇
一
二
年
三
月
ま
で
法
科
大
学

院
院
長
を
務
め
ら
れ
、
つ
ね
に
社
会
の
激
動
の
波
に
さ
ら
さ
れ
続
け
る
法
科
大
学
院
の
舵
取
り
を
行
う
と
い
う
、
重
大
な
職
責
を
果
た
さ
れ

た
。
ま
た
そ
の
際
に
法
科
大
学
院
協
会
の
修
了
生
職
域
委
員
会
の
委
員
と
し
て
、
法
科
大
学
院
修
了
生
の
職
域
拡
大
の
た
め
の
方
策
等
に
つ

い
て
審
議
・
提
言
な
ど
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
松
生
先
生
の
目
線
は
法
科
大
学
院
生
一
人
ひ
と
り
に
も
き
ち
ん
と
向
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
と
言
え
る
。

　

松
生
先
生
が
定
年
退
職
を
迎
え
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
今
後
の
ま
す
ま
す
の
御
健
勝
と
御
活

躍
を
祈
念
し
て
、
こ
こ
に
本
号
を
献
呈
す
る
次
第
で
あ
る
。


